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新型コロナウィルス感染拡大に伴う水道料金・下水道使用料の支払い猶予受付の完了及

び、切り替えについて（報告）

１ 内容

新型コロナウィルス感染拡大による支払い猶予受付を予定通り完了し、今後はその他の

支払い困難者と同様の相談の中での対応に切り替える。

２ 新型コロナウィルス感染拡大に伴う支払い猶予の受付完了日

  令和４年９月 30日

３ これまでの実績

１）受付開始日 令和２年３月 24 日

２）受付状況 （令和 4 年 8 月末時点）

年度 件数 水道料金金額（円） 下水使用料金額（円）

令和元年度 12 件 104,555 円 41,514 円

令和２年度 192 件 1,071,065 円 430,100 円

令和３年度 62 件 232,310 円 98,030 円

令和４年度 6 件 24,134 円 9,839 円

計 272 件 1,432,064 円 579,483 円

３）現在の状況 （令和 4 年 8 月末時点）

件数 水道料金金額（円） 下水使用料金額（円）

受付 272 件 1,432,064 円 579,483 円

支払い完了 224 件 1,183,018 円 480,643 円

支払い未完了 48 件 249,046 円 98,840 円

４ 今後について

既に受付した案件は、当初案内どおりに最長で１年の支払い猶予として対応する。


